
 

 

相
馬
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
実
施
要
綱  

 
（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
要
綱
は
、
市
が
実
施
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
）
実
施
要
綱
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
こ
成
保
第
二
百
五
十
七
号
こ

ど
も
家
庭
庁
成
育
局
長
通
知
別
紙
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
け
る
用
語
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
実
施
施
設
等
） 

第
三
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
実
施
す
る
施
設
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
う
ち
、
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二

項
の
認
可
を
受
け
た
施
設
等
と
す
る
。 

 

一 

保
育
所 

 

二 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
） 

 

三 

認
定
こ
ど
も
園 

 

四 

小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所 

 

五 

家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所 

 

六 

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
に
届
出
を
し
て
い
る
認
可
外
保
育
施
設 

 

七 

企
業
主
導
型
保
育
施
設
（
企
業
主
導
型
保
育
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日
付
け
府
子
本
第



 

 

三
百
七
十
号
・
雇
児
発
〇
四
二
七
第
二
号
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官
・
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

長
連
名
通
知
）
に
基
づ
き
内
閣
府
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

八 
そ
の
他
市
長
が
適
当
と
認
め
る
事
業
所 

（
対
象
児
童
） 

第
四
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
対
象
と
な
る
児
童
は
、
利
用
当
日
に
お
い
て
生
後
六
月
か
ら
満
三
歳
未
満
の
児
童
の
う
ち
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
児
童
と
す
る
。 

 

一 

市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
児
童 

 

二 

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
五
項

に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
施
設
又
は
企
業
主
導
型
保
育
施
設
を
利
用
し
て
い
な
い
児
童 

 

（
開
設
日
等
） 

第
五
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
（
以
下
「
実
施
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
開
設
日
、
利
用
定
員
、
乳
児

等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
に
係
る
費
用
の
実
費
相
当
額
等
（
以
下
「
開
設
日
等
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
利
用
申
請
） 

第
六
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
保
護
者
は
、
相
馬
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
利
用
申
請
書
（
様
式
第
一

号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
利
用
の
可
否
を
決
定
し
た
と
き
は
、
相
馬

市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
利
用
（
承
諾
・
不
承
諾
）
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
当
該
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 



 

 

（
申
請
内
容
の
変
更
） 

第
七
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
承
諾
を
受
け
た
保
護
者
は
、
そ
の
申
請
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
相
馬
市
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
利
用
申
請
変
更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

附 

則  

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



様式第１号（第６条関係）

相馬市長　様

　　次のとおり、乳児等通園支援事業の利用について申請いたします。

転入前の市町村での
利用の有無

既に許可を受けている
児童の有無

※認定期間内の児童に限る

フリガナ

フリガナ

フリガナ

代理利用者

乳児等通園支援事業を利用
しようとする児童

1

2

3 障害者手帳等の有無 　□有　　□無 障害に係る
手当等の受給状況

障害者手帳等の有無 　□有　　□無 障害に係る
手当等の受給状況

障害者手帳等の有無 　□有　　□無 障害に係る
手当等の受給状況

電話番号 メールアドレス

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

氏名

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無 配慮すべき事項の詳細

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞：　　　　　　　　　　  ）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日 性別
氏名

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒
申請者との続柄

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無 配慮すべき事項の詳細

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞：　　　　　　　　　　  ）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日 性別
氏名

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒
申請者との続柄

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無 配慮すべき事項の詳細

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞：　　　　　　　　　　　）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

利用を希望する児童の数

生年月日 性別
氏名

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒
申請者との続柄

相馬市乳児等通園支援事業利用申請書

情報閲覧・
共有の同意

生年月日
児童
との
続柄氏名

現住所
〒

　□　乳児等通園支援事業の利用にあたり必要な市町村民税及び世帯情報、申請者等の情報等を閲覧することに同意します。

　□　申請者の利用事業所の選択に資する情報提供及び円滑な制度の利用のため、申請者及び申請児童に係る情報や制度の利用状況に係る情報を利用施設へ提供することに同意し
ます。

フリガナ

申請者（保護者）
※児童と同居している方が

申請者になります
本年1月1日時点

の住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

〒

前年1月1日時点
の住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

〒

現住所 □申請者と同じ
□申請者と異なる

〒

生年月日

電話番号 メールアドレス

□有　　　□無

児童との続柄

□有　　　□無

総合支援システムの代理利用者 □有　　□無

フリガナ

右欄（１）～（４）への該当
□　有（　１　２　３　４）
　　　　　※いずれかに○
□　無

（１）　生活保護世帯
　　　　該当する場合は、生活保護受給証明書を添付
（２）　市町村民税非課税世帯
（３）　市町村民税所得割合算額額が77,101円未満の世帯非課税世帯
　　　　（２）（３）に該当する場合は、市町村民税課税所得証明書を添付
　　　　（※本年又は前年の1月1日時点の住所が現住所と異なる場合に限る）
（４）　その他要支援児童等のいる世帯



様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

相馬市長     印 

 

 

 

相馬市乳児等通園支援事業利用（承諾・不承諾）通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった相馬市乳児等通園支援事業の利用について、

下記のとおり決定したので、相馬市乳児等通園支援事業実施要綱第６条第２項の規定に

より通知します。 

 

記 

１ 承諾 

承諾番号  

児童氏名  

利用期間      年  月  日 ～  年  月  日 

世帯の区分 

※該当する場合

のみ 

 （１）生活保護世帯 

 （２）市町村民税非課税世帯 

 （３）市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満

の世帯 

 （４）その他要支援児童等のいる世帯 

適用期間        年  月  日から  年  月  日 

備  考 

１．初めて利用する施設では事前面談があります。利用の際は、必ず

利用予定の施設に事前連絡をしてください。 

２．次のいずれかに該当するときは、利用することができません。 

 （１）１か月の利用時間が１０時間を超えたとき。 

 （２）児童が保育所等に入園したとき。 

 （３）その他市長が利用を不適当と認めるとき。 

３．申請内容に変更があったときは、必ず届け出てください。 

   

２．不承諾 

理  由 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係）

相馬市長様

届出者氏名

　 　次のとおり、変更がありましたので届出します。
　※変更後の内容で記入してください。

フリガナ

フリガナ

子ども
の氏名

フリガナ

子ども
の氏名

フリガナ

子ども
の氏名

フリガナ

子ども
の氏名

　以下に、変更箇所と内容を記載します。

変更箇所

変更内容

　　年　　月　　日

相馬市乳児等通園支援事業利用申請変更届出書

ログインID（メールアドレス）

生年月日 　　　　　　　 　年　　　月　　　日生

住所

電話番号

　□　氏　　　　□　住所　　　□　電話番号　　　□　その他　　　　　

□　変更前の氏　　（　　　　　　　　　）
□　変更前の住所　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　変更前の電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　その他変更事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　婚姻等　　　　□　引越し　　　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　）

保護者名

生年月日 　　年　　　月　　　日生

生年月日 　　年　　　月　　　日生

生年月日 　　年　　　月　　　日生

生年月日 　　年　　　月　　　日生

変更理由


